








 

 

Ⅰ 大気汚染の状況 

 

○概要 

 大気汚染物質には、主に硫黄酸化物、窒素酸化物、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、光化

学オキシダントなどがあり、人の健康の保護及び生活環境の保全の上で維持されることが

望ましい基準として項目ごとに環境基準が定められている。このうち窒素酸化物等３項目

については、県の常時監視測定網の整備により、市庁舎に測定局が設置され、常時監視を

行っている。 

 大気汚染防止策として、固定発生源の工場、事業所等については、ボイラー等のばい煙

発生施設ごとに排出口での汚染物質濃度を規制しており、硫黄酸化物や窒素酸化物につい

ては地域の汚染状況に合わせて総量規制を導入している。また、移動発生源の自動車等に

ついては、自動車ＮＯx・ＰＭ法により規制されている。 

 詳細については、次頁以降に掲載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

ＰＴＩＯ法による二酸化窒素の測定地点図（図１－１） 

種別 番号 地 点 名 種別 番号 地 点 名 

環
境
測
定
地
点 

①  座間小学校 

道
路
測
定
地
点 

 9  北地区文化センター 

②  座間中学校 10  相武台団地入口 

③  栗原小学校 11 小松原二丁目バス停前 

④  東原コミュニティセンター 12  東原プール前 

⑤  東中学校 13  立野台歩道橋下 

⑥  小松原保育園 14  鈴鹿歩道橋下 

⑦  相模野小学校 15 深井戸５号井 

⑧  相模中学校  
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ＰＴＩＯ法・トリエタノールアミン・プレート法による二酸化窒素の測定結果（年平均値の推移） 

単位：ｐｐｍ              （令和２年度以降） 

：μｇ・ＮＯ2／日／100cm
2
ＴＥＡ・Ｐ（令和元年度以前） 

   

№ 
地点名 

令和 令和 令和 令和 令和 令和 

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

1 座間小学校 18.6 0.014 0.015 0.012 0.012 0.011 

2 座間中学校 19.3 0.013 0.015 0.012 0.011 0.011 

3 栗原小学校 26.2 0.013 0.014 0.012 0.011 0.011 

4 

東原保育園 

25.6 0.018 0.017 0.015 0.013 0.013 

東原コミュニティセンター 

5 東中学校 35.1 0.015 0.016 0.013 0.013 0.012 

6 小松原保育園 22.8 0.015 0.016 0.016 0.013 0.013 

7 相模野小学校 22.8 0.014 0.015 0.012 0.011 0.011 

8 相模中学校 16.9 0.014 0.014 0.013 0.012 0.010 

9 北地区文化センター 18.3 0.014 0.015 0.013 0.012 0.012 

10 相武台団地入口 38.9 0.022 0.023 0.021 0.019 0.018 

11 小松原二丁目バス停前 29.6 0.026 0.024 0.019 0.018 0.014 

12 東原プール前 42.6 0.029 0.03 0.027 0.024 0.026 

13 立野台歩道橋下 29.2 0.015 0.016 0.014 0.013 0.012 

14 鈴鹿歩道橋下 29.2 0.018 0.019 0.016 0.016 0.015 

15 深井戸５号井 15.8 0.015 0.017 0.014 0.013 0.013 

 

  

※2 

※２ 小松原二丁目バス停前の 4 回目が欠測のため、3 回分の平均値を使用。 

※１ 東原保育園は令和３年度の２回目まで測定を実施。 

※1 



 

 

２ 浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）の測定結果（令和６年度） 

日平均値が 

0.10mg/㎥を超えた 

１時間値が 

0.20mg/㎥を超えた 
１時間値の最高値 

（mg/㎥） 
環境基準の適否 

日 割合(%) 時間 割合(%) 

0 0 0 0 0.079 適 

 

《1ｍｇ=1,000μｇ》 

 

 



 

 

 

３ 光化学オキシダント（ＯＸ）の測定結果（令和６年度） 

昼間※の１時間値が 

0.06ppm を超えた 

昼間※の１時間値が 

0.12ppm 以上の 
１時間値の最高値 

（ppm） 
環境基準の適否 

日 数 時間数 日 数 時間数 

95 464 2 6 0.157 不適 

※昼間とは、５時から２０時までの時間帯 

 

《1ppm=1,000ppb》  

 





 

 

４ 光化学スモッグ 

  工場や自動車等からの排出ガスに含まれている窒素酸化物や揮発性有機化合物（ＶＯ

Ｃ）が、太陽の紫外線を受けて光化学反応を起こし、光化学オキシダントを生成する。

この光化学オキシダントが気象条件等により光化学スモッグを発生させる。光化学スモ

ッグの被害を受けると、目がチカチカする、のどが痛い、頭痛、吐き気等の症状があら

われる。 

 （１） 光化学スモッグの発生状況 

   令和６年度は、座間市を含む県央地域に、注意報が３回発令された。 

   注）県央地域（座間市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、綾瀬市、

愛川町、清川村） 

 （２） 光化学スモッグの対策 

   光化学スモッグによる被害防止のため、神奈川県大気汚染緊急時措置要綱に基づき、

座間市光化学スモッグ緊急時措置要綱を定め、光化学スモッグによる被害防止に努め

ている。 

  ○ 光化学スモッグ緊急連絡体制 

    市公共施設等１１１か所へ、「光化学スモッグ注意報発令中」の立看板及びラミ

ネート看板掲示を依頼（次ページ参照）する。また、市防災行政無線及び市緊急情

報いさまメールにより、情報の周知に努めている。 

 

前日
(午後5時)

当日
(午前10時)

発令基準
（気象条件からみ
て各欄の基準が継
続すると認められ
ることを条件とす
る）

解除基準
（気象条件からみ
て各欄の基準が継
続すると認められ
ることを条件とす
る）

発令基準等(神奈川県大気汚染緊急時措置要綱から抜粋）

重大緊急時警報

　1時間値0.4ppm以
上である大気の汚
染の状態になった
とき

1 注意報の発令基準
の程度に汚染するお
それがなくなったと
き
2 注意報、警報また
は重大緊急時警報の
発令をしたとき

  発令基準未満と
なったとき

1 発令基準未満と
なったにもかかわ
らず、なお汚染が
継続すると予想さ
れるときは注意報
に切り換える
2 注意報の発令基
準未満となり、そ
の状況が継続する
と認められるとき
は注意報に切り替
えることなく解除
する

1 発令基準未満と
なったにもかかわ
らず、なお汚染が
継続すると予想さ
れるときは警報ま
たは注意報に切り
換える
2 注意報の発令基
準未満となり、そ
の状況が継続する
と認められるとき
は警報または注意
報に切り換えるこ
となく解除する

  1時間値0.24ppm
以上である大気の
汚染の状態になっ
たとき

予報
注意報 警報

光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト

光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト

  注意報の発令基準
の程度に汚染するお
それがあると予測し
たとき

  1時間値0.12ppm
以上である大気の
汚染の状態になっ
たとき

 

 

 

 



 

 

光化学スモッグ立看板掲出施設一覧表 

（Ｒ７．３．３１現在） 

座間市役所 入谷プール 座間ゆめっこ保育園

消防本部 旭プール 子どもの家ひまわり保育園

消防署東分署 中原プール ベストキッズ相武台保育園

消防署北分署 市民体育館（スカイアリーナ座間） 座間幼稚園

座間警察署 総合福祉センター やなせ幼稚園

座間郵便局 生きがいセンター 相武台幼稚園

座間中宿郵便局 第２子育て支援センター 座間孝道幼稚園

座間駅前郵便局 第３子育て支援センター 鈴鹿幼稚園

座間緑ヶ丘郵便局 青少年センター ひばりが丘幼稚園

座間ひばりが丘郵便局 もくせい園 栗原幼稚園

座間立野台郵便局 通園センター 小松原幼稚園

さがみ野駅前郵便局 座間児童館 東原幼稚園

座間相模が丘郵便局 鳩川児童館 図書館

イオンモール座間内郵便局 ひばりが丘南児童館 座間小学校

小田急線　相武台前駅 相模野児童館 栗原小学校

小田急線　座間駅 栗原保育園 相模野小学校

立野台コミュニティセンター 相模が丘東保育園 相武台東小学校

新田宿･四ツ谷コミュニティセンター 相模が丘西保育園 ひばりが丘小学校

小松原コミュニティセンター ちぐさ保育園 東原小学校

東原コミュニティセンター(南出張所) 東原保育園 相模が丘小学校

相模が丘コミュニティセンター(北出張所) 相武台保育園 立野台小学校

相武台コミュニティセンター ひばりが丘保育園 入谷小学校

ひばりが丘コミュニティセンター(東出張所) 小松原保育園 旭小学校

栗原コミュニティセンター わかば保育園 中原小学校

座間市民活動サポートセンター 座間保育園 座間中学校

座間市立市民交流プラザ（プラっとざま） やなせ保育園 西中学校

市民健康センター 座間子どもの家保育園 東中学校

ひまわり公園テニスコート あゆみ保育園 栗原中学校

座間市民球場 いその保育園 相模中学校

栗原遊水地スポーツ施設管理事務所 栗の実保育園 南中学校

立野台プール 広野台保育園 座間市公民館(西出張所)

座間公園プール 座間すこやか保育園 北地区文化センター

広野プール ナーサリースクール相模が丘 東地区文化センター

東原プール スマイルワールド保育園 市民文化会館(ハーモニーホール座間）

ひばりが丘プール マジオたんぽぽ保育園相武台 座間市上下水道局

相武台プール ナーサリールームＴ＆Ｙ相模が丘 太陽の家　座間保育室　おひさま

相模が丘プール 陽の丘保育園 にじのはし保育園  







 

 

６ 事業所排煙濃度測定結果 

この調査は、神奈川県生活環境の保全等に関する条例の規制対象となる事業所の排煙

中の塩化水素の濃度を測定し、規制基準への適合状況を調査するものである。 

 

○ 調査期間 

令和６年１２月９日、令和６年１２月１０日の２日間 

○ 調査事業所 

６事業所（塩化水素６検体） 

○ 調査場所   

各事業所の排出口で採取 

○ 調査結果   

規制基準を超えた事業所はなかった。 

 

調査事業所数 規制基準以下の事業所数 規制基準を超えた事業所数 

６社 (６検体) ６社 (６検体) ０社（０検体） 

 

 

７ 大気環境中のアスベスト濃度測定結果 

この調査は、大気環境中のアスベスト濃度を調査するもので、平成１８年度から実施

している。環境基準は定められていないが、厚生労働省と環境省が公表する、「建築物

の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル 令和３

年３月」においては、一般大気中の総繊維数濃度は、１本／Ｌ以下とされている。 

 

○ 調査日   

令和６年７月１８日 

 ○ 調査結果 

単位：本／Ｌ 

調査地点 測定結果 

相模が丘コミュニティセンター ０．０５６以下 

かにが沢公園 ０．０５６以下 

四ツ谷配水管理所 ０．０５６以下 

広野プール前井戸 ０．０５６以下 

 

 







  

 

Ⅱ 水質汚濁の状況 

 

○概要 

 市には、相模川、鳩川、目久尻川がある。河川の水質汚濁の発生源としては、生活排水、

工場、事業所等からの排水が挙げられる。目久尻川はかつて生活排水により、水質が非常

に悪い時期があった。鳩川は相模川に流入し、その水は上水道として利用されているので、

特に水質保全が要求される。これらの背景から、鳩川と目久尻川の水質汚濁の状況を継続

的に監視している。 

河川等の人の健康の保護及び生活環境の保全の上で維持されることが望ましい基準と

して、水質汚濁に係る環境基準が定められている。相模川、鳩川、目久尻川には水域類型

が指定されており、生活環境の保全に関する項目については水域類型ごとに環境基準が設

定されている。鳩川と目久尻川は、その環境基準を適用（※）して水質を評価している。 

また、令和２年度から県が調査をしている有機フッ素化合物（PFOS、PFOA）につい

ては、「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等か

らみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきもの」として、人の

健康の保護に関する「要監視項目」と位置付けている。本市では県等と情報共有を図りな

がら令和４年度より河川での有機フッ素化合物（PFOS、PFOA）の調査を開始した。 

詳細については、次頁以降に掲載。 

※平成３０年６月２８日以前は、鳩川と目久尻川には水域類型が指定されておらず、流入

先水域の環境基準を準用して評価している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

１ 市内河川の状況 

（１） 河川の概要 

河 川 名 水源・上流端 流入先水域 河川の利用状況 

相 模 川 
山梨県南都留郡

山中湖村 
相模湾 

上水道源、漁業、 

農業、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 

鳩 川 相模原市緑区 相模川中流 農業 

目久尻川 
座間市栗原 

（小池仲橋） 
相模川下流 下流で一部農業用 

  

（２） 河川定期水質調査 

この調査は、市内主要河川についてその水質の状況と推移を把握するため、生活環

境に関する項目等の調査を年６回実施するものである。 

○ 調査期間 

    令和６年５月、７月、９月、１１月、令和７年１月、３月の計６回 

  ○ 調査地点 

    市内を流れる鳩川、目久尻川の上流、中流、下流の６地点（図２－１参照） 

○ 調査結果 

    鳩  川  （表２－１、表２－３、図２－２－１と図２－２－２参照） 

大腸菌数は特に上流・中流域で環境基準の超過が見受けられる。

また、ｐＨは中流・下流域で、環境基準の超過が見受けられる。ＢＯ

Ｄは、年間平均値の経年変化を見ると、長期的には改善傾向にあり、

平成１２年度以降は環境基準内となることが多くなった。特に本年度

は、すべての観測点で環境基準内となっている。これは、鳩川流域の

公共下水道の整備が進んだため、水質が徐々に安定し改善してきたた

めと推測できる。 

目久尻川  （表２－１、表２－４、図２－３－１と図２－３－２参照） 

大腸菌数は、上流・中流域で環境基準の超過が見受けられる。また、

ｐＨは、昨年同様環境基準超過はなかった。ＢＯＤの年間平均値の経

年変化を見ると、長期的には改善傾向にある。特に本年度は、すべて

の観測点で環境基準内となっている。これは、目久尻川流域の公共下

水道の整備が進んだため、水質が徐々に安定し改善してきたためと推

測できる。 

 

（３） 河川環境水質調査 

この調査は、市内主要河川について、定期調査の他に人の健康の保護に関する環境

基準の項目等の調査を年２回実施するものである。 

○ 調査期間 

    令和６年９月１８日、令和７年３月７日 



  

 

  ○ 調査地点 

    市内を流れる鳩川、目久尻川の下流各１地点（図２－１参照） 

  ○ 調査結果 （表２－２－１と表２－２－２参照） 

鳩  川  人の健康の保護に関する環境基準の項目、その他の測定項目とも、

特に異常は見られなかった。 

目久尻川  人の健康の保護に関する環境基準の項目、その他の測定項目とも、

特に異常は見られなかった。 

 

（４） 河川における有機フッ素化合物（PFOS、PFOA）の分析 

  この調査は、「人の健康の保護に関する要監視項目」と位置付けられている有機 

フッ素化合物（PFOS、PFOA）の調査を年１回実施するものである。 

 ○調査期間 

 令和７年１月２５日 

○調査地点 

市内を流れる鳩川及び目久尻川の下流、平和橋下流流入排水路中の２地点（図２

－１参照） 

○調査結果 （表２－５参照） 

 鳩  川  指針値（暫定）の超過は確認されなかった。 

目久尻川  指針値（暫定）の超過は確認されなかった。 

排 水 路  指針値（暫定）（1リットルあたり 50 ナノグラム 

（50ng/L、PFOS と PFOA の合算値））の超過が確認された。 

 

 水質汚濁の状況を評価するための基準 

河川名と調査地点 

鳩 川 

(上流域) 六 反 橋 

(中流域) 新 鳩 川 橋 

(下流域) 見 取 橋 

目 久 尻 川 

(上流域) 小 池 仲 橋 

(中流域) 上 栗 原 橋 

(下流域) 寒 川 橋 

流 入 先 水 域 相模川中流 相模川下流 

流入先水域類型 河川Ａ 河川Ｂ 

水 域 類 型 河川Ａ 河川Ｂ 

水質汚濁の
状況を評価
するための
基準  
(環境基準) 

ｐ Ｈ 6.5～8.5 6.5～8.5 

ＢＯＤ 2 mg/L 以下 3 mg/L 以下 

Ｓ Ｓ 25 mg/L 以下 25 mg/L 以下 

Ｄ Ｏ 7.5 mg/L 以上 5 mg/L 以上 

大腸菌数 300 FCU/100mL 以下 1,000 FCU/100mL 以下 



  

 

 河川水質調査地点図（図２－１） 
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℃ ℃

R6.5.15  晴れ 10:52 26.0 19.6 異常なし 淡黄色 無臭 81 8.1

R6.7.17  晴れ 10:44 32.0 23.0 浮遊物少 淡黄色 無臭 84 8.3

R6.9.18  晴れ 10:45 35.9 24.6 異常なし 淡黄色 無臭 63 8.4

R6.11.26  曇り 11:30 13.8 12.9 異常なし 淡黄色 無臭 94 8.5

R7.1.15  晴れ 11:20 14.1 9.2 異常なし 無色透明 無臭 > 100 8.3

R7.3.7  晴れ 10:28 10.5 7.5 異常なし 無色透明 無臭 > 100 8.2

最大値 35.9 24.6 > 100 8.5

最小値 10.5 7.5 63 8.1

平均値 22.1 16.1 87 8.3

R6.5.15  晴れ 11:16 27.5 19.4 浮遊物多 淡黄色 無臭 78 8.4

R6.7.17  晴れ 11:10 32.0 24.5 異常なし 淡黄色 無臭 > 100 8.3

R6.9.18  晴れ 11:10 37.2 26.5 異常なし 淡黄色 無臭 69 8.4

R6.11.26  曇り 12:00 14.1 12.0 異常なし 無色透明 無臭 > 100 8.8

R7.1.15  晴れ 11:50 16.5 9.5 異常なし 無色透明 無臭 > 100 8.4

R7.3.7  晴れ 10:46 10.0 8.4 異常なし 無色透明 無臭 > 100 8.5

最大値 37.2 26.5 > 100 8.8

最小値 10.0 8.4 69 8.3

平均値 22.9 16.7 91 8.5

R6.5.15  晴れ 11:50 26.0 21.0 浮遊物少 淡黄色 無臭 92 8.4

R6.7.17  晴れ 11:35 33.5 26.0 異常なし 淡黄色 無臭 > 100 8.7

R6.9.18  晴れ 11:35 37.6 27.8 異常なし 淡黄色 無臭 64 8.7

R6.11.26  晴れ 12:30 15.2 12.8 異常なし 淡黄色 無臭 > 100 9.2

R7.1.15  晴れ 12:20 15.6 12.1 異常なし 無色透明 無臭 > 100 8.8

R7.3.7  晴れ 11:15 11.0 12.0 異常なし 無色透明 無臭 > 100 9.2

最大値 37.6 27.8 > 100 9.2

最小値 11.0 12.0 64 8.4

平均値 23.2 18.6 93 8.8

R6.5.15  晴れ 9:10 21.6 18.6 異常なし 淡黄色 無臭 > 100 7.7

R6.7.17  晴れ 9:08 31.5 21.2 異常なし 無色透明 無臭 > 100 7.2

R6.9.18  晴れ 9:00 31.7 23.0 異常なし 無色透明 無臭 > 100 7.4

R6.11.26  晴れ 9:15 12.0 15.5 異常なし 淡黄色 無臭 > 100 7.4

R7.1.15  晴れ 9:15 7.6 12.9 異常なし 無色透明 無臭 > 100 7.4

R7.3.7  晴れ 9:03 9.5 10.1 異常なし 淡黄色透明 無臭 > 100 7.6

最大値 31.7 23.0 > 100 7.7

最小値 7.6 10.1 > 100 7.2

平均値 19.0 16.9 > 100 7.5

R6.5.15  晴れ 9:40 24.6 18.9 異常なし 無色透明 無臭 > 100 7.6

R6.7.17  晴れ 9:35 31.5 22.0 異常なし 無色透明 無臭 > 100 7.6

R6.9.18  晴れ 9:30 32.2 20.6 異常なし 無色透明 無臭 > 100 7.5

R6.11.26  晴れ 10:00 13.3 16.4 異常なし 無色透明 無臭 > 100 7.6

R7.1.15  晴れ 9:55 10.1 14.8 異常なし 無色透明 無臭 > 100 7.7

R7.3.7  晴れ 9:23 9.5 12.4 異常なし 無色透明 無臭 > 100 7.8

最大値 32.2 22.0 > 100 7.8

最小値 9.5 12.4 > 100 7.5

平均値 20.2 17.5 > 100 7.6

R6.5.15  晴れ 10:23 26.5 20.2 異常なし 淡黄色 無臭 > 100 7.9

R6.7.17  晴れ 10:04 32.0 22.0 異常なし 無色透明 無臭 > 100 7.7

R6.9.18  晴れ 10:00 34.2 21.7 異常なし 無色透明 無臭 > 100 7.6

R6.11.26  晴れ 10:40 15.0 16.1 異常なし 無色透明 無臭 > 100 7.9

R7.1.15  晴れ 10:30 12.2 14.9 異常なし 無色透明 無臭 > 100 7.9

R7.3.7  晴れ 9:55 9.5 12.2 異常なし 無色透明 無臭 > 100 7.9

最大値 34.2 22.0 > 100 7.9

最小値 9.5 12.2 > 100 7.6

平均値 21.6 17.9 > 100 7.8

中流
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令和６年度 河川定期水質調査結果表（鳩川、目久尻川）（表２－１） 
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1.1 9.5 5 3100 2.9 < 0.5 < 0.03 0.12 0.11

0.8 9.8 4 1500 2.6 < 0.5 < 0.03 0.075 0.072

1.0 9.7 5 730 2.3 < 0.5 < 0.03 0.052 0.044

0.5 11.5 1 260 1.9 < 0.5 < 0.03 0.24 0.23

0.5 12.9 < 1 250 1.4 < 0.5 < 0.03 0.20 0.18

0.7 12.4 < 1 450 1.5 < 0.5 < 0.03 0.054 0.050

1.1 12.9 5 3100 2.9 < 0.5 < 0.03 0.24 0.23

0.5 9.5 < 1 250 1.4 < 0.5 < 0.03 0.052 0.044

0.8 11.0 3 1000 2.1 < 0.5 < 0.03 0.124 0.114

< 0.5 10.3 5 490 2.6 < 0.5 < 0.03 0.078 0.077

1.0 10.4 5 2900 2.5 < 0.5 < 0.03 0.069 0.065

1.1 10.0 5 190 2.2 < 0.5 < 0.03 0.052 0.026

0.5 13.5 < 1 170 1.3 < 0.5 < 0.03 0.11 0.10

0.5 13.6 < 1 240 1.8 < 0.5 < 0.03 0.50 0.47

0.6 14.7 < 1 220 1.8 < 0.5 < 0.03 0.29 0.24

1.1 14.7 5 2900 2.6 < 0.5 < 0.03 0.50 0.47

< 0.5 10.0 < 1 170 1.3 < 0.5 < 0.03 0.052 0.026

0.7 12.1 3 700 2.0 < 0.5 < 0.03 0.183 0.163

0.5 11.4 3 120 2.2 < 0.5 < 0.03 0.058 0.053

0.9 11.9 5 1600 2.3 < 0.5 < 0.03 0.057 0.051

1.0 12.1 3 49 2.2 < 0.5 < 0.03 0.051 0.028

0.7 16.2 1 43 2.2 < 0.5 < 0.03 0.52 0.48

< 0.5 15.3 1 34 2.6 < 0.5 < 0.03 0.55 0.54

1.1 17.4 1 92 2.8 < 0.5 < 0.03 0.32 0.31

1.1 17.4 5 1600 2.8 < 0.5 < 0.03 0.55 0.54

< 0.5 11.4 1 34 2.2 < 0.5 < 0.03 0.051 0.028

0.8 14.1 2 320 2.4 < 0.5 < 0.03 0.259 0.244

1.9 8.9 < 1 1100 3.3 < 0.5 < 0.03 0.75 0.70

0.9 10.1 < 1 570 1.5 < 0.5 < 0.03 0.12 0.10

0.7 7.8 1 300 2.2 < 0.5 < 0.03 0.18 0.14

0.6 9.2 3 79 1.4 < 0.5 < 0.03 0.17 0.16

1.2 9.3 1 520 3.0 < 0.5 < 0.03 0.46 0.43

2.3 9.6 5 610 5.0 < 0.5 < 0.03 0.92 0.84

2.3 10.1 5 1100 5.0 < 0.5 < 0.03 0.92 0.84

0.6 7.8 < 1 79 1.4 < 0.5 < 0.03 0.12 0.10

1.3 9.2 2 530 2.7 < 0.5 < 0.03 0.43 0.40

< 0.5 9.7 1 2100 1.1 < 0.5 < 0.03 0.094 0.087

0.7 10.5 1 780 1.2 < 0.5 < 0.03 0.071 0.052

0.8 10.3 1 330 1.4 < 0.5 < 0.03 0.068 0.039

< 0.5 11.4 1 260 0.7 < 0.5 < 0.03 0.050 0.049

< 0.5 11.3 1 240 0.9 < 0.5 < 0.03 0.084 0.060

0.8 10.1 1 1000 0.8 < 0.5 < 0.03 0.076 0.073

0.8 11.4 1 2100 1.4 < 0.5 < 0.03 0.094 0.087

< 0.5 9.7 1 240 0.7 < 0.5 < 0.03 0.050 0.039

0.6 10.6 1 790 1.0 < 0.5 < 0.03 0.074 0.060

< 0.5 9.8 1 76 1.0 < 0.5 < 0.03 0.067 0.063

0.6 10.4 1 230 1.0 < 0.5 < 0.03 0.065 0.041

0.8 10.6 1 120 1.3 < 0.5 < 0.03 0.039 0.029

0.5 10.8 2 170 1.0 < 0.5 < 0.03 0.040 0.033

< 0.5 11.0 1 240 0.7 < 0.5 < 0.03 0.050 0.050

< 0.5 11.0 1 350 0.8 < 0.5 < 0.03 0.067 0.062

0.8 11.0 2 350 1.3 < 0.5 < 0.03 0.067 0.063

< 0.5 9.8 1 76 0.7 < 0.5 < 0.03 0.039 0.029

0.6 10.6 1 200 1.0 < 0.5 < 0.03 0.055 0.046

燐
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令和６年度 鳩川環境水質調査結果表（表２－２－１） 

 

令和6年9月18日 令和7年3月7日

 天候  － 晴れ 晴れ

 前日の天候  － 晴れ 雨

 採水時刻  － 11:35 11:15

 気温（℃）  － 37.6 11.0

 水温（℃）  － 27.8 12.0

 外観  － 異常なし 異常なし

 色相  － 淡黄色 無色透明

 臭気  － 無臭 無臭

 透視度（㎝）  － 64 >100

 カドミウム  0.003  ㎎/L以下 <0.0003 <0.0003

 全シアン  検出されないこと <0.1 <0.1

 鉛  0.01   ㎎/L以下 <0.005 <0.005

 六価クロム  0.02   ㎎/L以下 <0.01 <0.01

 砒素  0.01   ㎎/L以下 <0.005 <0.005

 総水銀  0.0005 ㎎/L以下 <0.0005 <0.0005

 アルキル水銀  検出されないこと <0.0005 <0.0005

 ＰＣＢ  検出されないこと <0.0005 <0.0005

 ジクロロメタン  0.02   ㎎/L以下 <0.0002 <0.0002

 四塩化炭素  0.002  ㎎/L以下 <0.0002 <0.0002

 1,2-ジクロロエタン  0.004  ㎎/L以下 <0.0002 <0.0002

 1,1-ジクロロエチレン  0.1    ㎎/L以下 <0.0002 <0.0002

 シス-1,2-ジクロロエチレン  0.04   ㎎/L以下 <0.0002 <0.0002

 1,1,1-トリクロロエタン  1      ㎎/L以下 <0.0002 <0.0002

 1,1,2-トリクロロエタン  0.006  ㎎/L以下 <0.0002 <0.0002

 トリクロロエチレン  0.01   ㎎/L以下 <0.0002 <0.0002

 テトラクロロエチレン  0.01   ㎎/L以下 <0.0002 <0.0002

 1,3-ジクロロプロペン  0.002  ㎎/L以下 <0.0004 <0.0004

 チウラム  0.006  ㎎/L以下 <0.0006 <0.0006

 シマジン  0.003  ㎎/L以下 <0.0003 <0.0003

 チオベンカルブ  0.02 　㎎/L以下 <0.002 <0.002

 ベンゼン  0.01 　㎎/L以下 <0.0002 <0.0002

 セレン  0.01   ㎎/L以下 0.0004 0.0004

 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  10     ㎎/L以下 2.9 6.1

 ふっ素  0.8    ㎎/L以下 <0.08 0.09

 ほう素  1      ㎎/L以下 0.02 0.04

 1,4-ジオキサン  0.05   ㎎/L以下 <0.005 <0.005

 （水　域　類  型） 河川Ａ類型

 ｐＨ  6.5 ～ 8.5 8.7 9.2

 ＢＯＤ  2　    ㎎/L以下 1.0 1.1

 ＣＯＤ  － 2.2 2.8

 ＳＳ  25     ㎎/L以下 3 1

 ＤＯ  7.5    ㎎/L以上 12.1 17.4

 大腸菌数(CFU/100mL) 300 CFU/100mL以下 49 92

 ｎ－ヘキサン抽出物質  － <0.5 <0.5

 全燐  － 0.051 0.32

 （水　域　類  型） 生物Ｂ類型

 亜鉛  0.03    ㎎/L以下 0.010 0.018

 ノニルフェノール  0.002   ㎎/L以下 <0.00006 <0.00006

 直鎖アルキルベンゼンスルホ
 ン酸及びその塩

 0.05    ㎎/L以下 0.0006 0.0027

 陰イオン界面活性剤  － <0.03 <0.03

 燐酸態燐  － 0.028 0.31

 フェノール類  － <0.005 <0.005

 総クロム  － <0.01 <0.01

 銅  － <0.01 0.01

 ニッケル  － <0.008 <0.008

 溶解性鉄  － 0.07 0.06

 溶解性マンガン  － <0.01 <0.01

 ＥＰＮ  － <0.0006 <0.0006

 アンモニア性窒素  － 0.07 <0.04

 電気伝導率  － 27 31

 塩化物イオン  － 6 16

表中の網掛け部分は、環境基準を超えた結果を示す。　

そ
の
他
の
項
目

 調査項目  環境基準
 鳩川（Ａ類型） 下流

観
測
項
目

人
の
健
康
の
保
護
に
関
す
る
項
目

生
活
環
境
に
関
す
る
項
目
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令和６年度 目久尻川環境水質調査結果表（表２－２－２） 

令和6年9月18日 令和7年3月7日

 天候  － 晴れ 晴れ

 前日の天候  － 晴れ 雨

 採水時刻  － 10:00 9:55

 気温（℃）  － 34.2 9.5

 水温（℃）  － 21.7 12.2

 外観  － 異常なし 異常なし

 色相  － 無色透明 無色透明

 臭気  － 無臭 無臭

 透視度（㎝）  － >100 >100

 カドミウム  0.003  ㎎/L以下 <0.0003 <0.0003

 全シアン  検出されないこと <0.1 <0.1

 鉛  0.01   ㎎/L以下 <0.005 <0.005

 六価クロム  0.02   ㎎/L以下 <0.01 <0.01

 砒素  0.01   ㎎/L以下 <0.005 <0.005

 総水銀  0.0005 ㎎/L以下 <0.0005 <0.0005

 アルキル水銀  検出されないこと <0.0005 <0.0005

 ＰＣＢ  検出されないこと <0.0005 <0.0005

 ジクロロメタン  0.02   ㎎/L以下 <0.0002 <0.0002

 四塩化炭素  0.002  ㎎/L以下 <0.0002 <0.0002

 1,2-ジクロロエタン  0.004  ㎎/L以下 <0.0002 <0.0002

 1,1-ジクロロエチレン  0.1    ㎎/L以下 <0.0002 <0.0002

 シス-1,2-ジクロロエチレン  0.04   ㎎/L以下 <0.0002 <0.0002

 1,1,1-トリクロロエタン  1      ㎎/L以下 <0.0002 <0.0002

 1,1,2-トリクロロエタン  0.006  ㎎/L以下 <0.0002 <0.0002

 トリクロロエチレン  0.01   ㎎/L以下 <0.0002 <0.0002

 テトラクロロエチレン  0.01   ㎎/L以下 0.0003 0.0002

 1,3-ジクロロプロペン  0.002  ㎎/L以下 <0.0004 <0.0004

 チウラム  0.006  ㎎/L以下 <0.0006 <0.0006

 シマジン  0.003  ㎎/L以下 <0.0003 <0.0003

 チオベンカルブ  0.02 　㎎/L以下 <0.002 <0.002

 ベンゼン  0.01 　㎎/L以下 <0.0002 <0.0002

 セレン  0.01   ㎎/L以下 0.0006 0.0006

 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  10     ㎎/L以下 4.9 5.0

 ふっ素  0.8    ㎎/L以下 <0.08 <0.08

 ほう素  1      ㎎/L以下 <0.02 <0.02

 1,4-ジオキサン  0.05   ㎎/L以下 <0.005 <0.005

 （水　域　類  型） 河川Ｂ類型

 ｐＨ  6.5 ～ 8.5 7.6 7.9

 ＢＯＤ  3　    ㎎/L以下 0.8 <0.5

 ＣＯＤ  － 1.3 0.8

 ＳＳ  25     ㎎/L以下 1 1

 ＤＯ  5      ㎎/L以上 10.6 11.0

 大腸菌数(CFU/100mL) 1,000 CFU/100mL以下 120 350

 ｎ－ヘキサン抽出物質  － <0.5 <0.5

 全燐  － 0.039 0.067

 （水　域　類  型） 生物Ｂ類型

 亜鉛  0.03    ㎎/L以下 0.006 0.009

 ノニルフェノール  0.002   ㎎/L以下 <0.00006 <0.00006

 直鎖アルキルベンゼンスルホ
 ン酸及びその塩

 0.05    ㎎/L以下 0.0011 0.0012

 陰イオン界面活性剤  － <0.03 <0.03

 燐酸態燐  － 0.029 0.062

 フェノール類  － <0.005 <0.005

 総クロム  － <0.01 <0.01

 銅  － <0.01 <0.01

 ニッケル  － <0.008 <0.008

 溶解性鉄  － <0.02 <0.02

 溶解性マンガン  － <0.01 <0.01

 ＥＰＮ  － <0.0006 <0.0006

 アンモニア性窒素  － 0.08 <0.04

 電気伝導率  － 27 32

 塩化物イオン  － 9 10

表中の網掛け部分は、環境基準を超えた結果を示す。　

そ
の
他
の
項
目

 調査項目  環境基準
 目久尻川（Ｂ類型） 下流

観
測
項
目

人
の
健
康
の
保
護
に
関
す
る
項
目

生
活
環
境
に
関
す
る
項
目
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 調査項目

 ［環境基準］

平成   16 7.8 (100.0) 2.1 (50.0) 9.8 (100.0) 13 (100.0) 1.9×10
4 (16.7)

       17 8.2 (100.0) 1.4 (100.0)     10 (100.0) 6 (100.0) 8.5×10
3 (0.0)

       18 7.9 (100.0) 1.3 (83.3)     10 (100.0) 4 (100.0) 5.3×10
4 (0.0)

       19 7.8 (100.0) 0.7 (100.0)     10 (100.0) 6 (100.0) 3.0×10
4 (16.7)

       20 8.3 (100.0) 0.7 (100.0)     10 (100.0) 8 (100.0) 4.3×10
4 (0.0)

       21 8.3 (83.3) 1.0 (100.0) 9.9 (100.0) 3 (100.0) 4.8×10
2 (83.3)

       22 8.2 (83.3) 0.9 (100.0) 9.7 (100.0) 4 (100.0) 7.2×10
4 (0.0)

       23 8.2 (83.3) 0.9 (100.0)     10 (100.0) 15 (100.0) 1.3×10
4 (0.0)

       24 8.2 (100.0) 0.8 (100.0)     10 (100.0) 6 (100.0) 3.5×10
3 (0.0)

       25 8.2 (83.3) 1.1 (100.0) 10.7 (100.0) 38 (83.3) 1.7×10
4 (0.0)

       26 7.7 (100.0) 1.2 (100.0) 10.7 (100.0) 4 (100.0) 3.7×10
4 (0.0)

       27 7.6 (100.0) 1.1 (100.0) 10.8 (100.0) 7 (100.0) 2.9×10
4 (0.0)

       28 8.3 (100.0) 1.6 (83.3) 10.8 (100.0) 3 (100.0) 3.4×10
3 (0.0)

       29 8.2 (83.3) 0.6 (100.0) 10.2 (100.0) 7 (100.0) 5.9×10
4 (0.0)

       30 8.4 (83.3) 1.0 (100.0) 10.6 (100.0) 8 (83.3) 1.0×10
4 (0.0)

令和　 元 8.2 (83.3) 1.2 (100.0) 10.7 (100.0) 3 (100.0) 5.1×10
4 (0.0)

2 8.4 (83.3) 1.5 (83.3) 11.7 (100.0) 2 (100.0) 7.6×10
3 (33.3)

3 8.1 (100.0) 0.6 (100.0) 10.7 (100.0) 4 (100.0) 2.3×10
4 (0.0)

4 8.3 (100.0) 0.7 (100.0) 10.8 (100.0) 6 (100.0)

5 8.3 (100.0) 1.2 (83.3) 10.8 (100.0) 4 (100.0)

6 8.3 (100.0) 0.8 (100.0) 11.0 (100.0) 3 (100.0)

平成   16 7.8 (100.0) 2.8 (50.0)     10 (100.0) 11 (100.0) 3.6×10
4 (0.0)

       17 8.3 (83.3) 1.5 (100.0)     10 (100.0) 4 (100.0) 4.6×10
3 (0.0)

       18 8.0 (100.0) 1.3 (83.3)     10 (100.0) 4 (100.0) 1.0×10
5 (0.0)

       19 8.2 (83.3) 0.8 (100.0)     11 (100.0) 5 (100.0) 1.6×10
4 (16.7)

       20 8.4 (83.3) 0.9 (100.0)     11 (100.0) 8 (100.0) 2.1×10
4 (0.0)

       21 8.4 (83.3) 1.0 (100.0)     10 (100.0) 4 (100.0) 1.5×10
3 (83.3)

       22 8.4 (83.3) 0.9 (100.0) 9.7 (100.0) 5 (100.0) 5.0×10
4 (0.0)

       23 8.3 (83.3) 1.3 (83.3)     11 (100.0) 26 (83.3) 4.5×10
4 (0.0)

       24 8.4 (83.3) 1.0 (100.0)     11 (100.0) 7 (100.0) 3.0×10
3 (0.0)

       25 8.5 (83.3) 1.1 (100.0) 12.1 (100.0) 38 (100.0) 1.2×10
4 (0.0)

       26 7.9 (83.3) 1.4 (83.3) 12.0 (100.0) 4 (100.0) 2.2×10
4 (0.0)

       27 7.9 (100.0) 1.4 (83.3) 12.1 (100.0) 9 (100.0) 1.8×10
4 (0.0)

       28 8.5 (66.7) 1.9 (66.7) 11.9 (100.0) 2 (100.0) 2.7×10
3 (0.0)

       29 8.4 (66.6) 0.7 (100.0) 10.6 (100.0) 7 (100.0) 2.0×10
4 (0.0)

       30 8.5 (83.3) 1.0 (100.0) 11.3 (100.0) 6 (83.3) 1.4×10
4 (0.0)

令和　 元 8.5 (66.7) 1.0 (100.0) 12.5 (100.0) 5 (100.0) 3.7×10
4 (0.0)

2 8.7 (50.0) 2.3 (66.7) 13.8 (100.0) 4 (100.0) 2.7×10
3 (33.3)

3 8.5 (50.0) 0.7 (100.0) 12.7 (100.0) 5 (100.0) 5.0×10
3 (16.7)

4 8.8 (16.6) 0.6 (100.0) 12.6 (100.0) 4 (100.0)

5 8.6 (50.0) 1.3 (83.3) 12.2 (100.0) 4 (100.0)

6 8.5 (83.3) 0.7 (100.0) 12.1 (100.0) 3 (100.0)

平成   16 8.0 (100.0) 1.7 (83.3)     10 (100.0) 8 (100.0) 1.6×10
4 (0.0)

       17 8.3 (83.3) 1.7 (83.3)     11 (100.0) 3 (100.0) 7.8×10
3 (16.6)

       18 8.2 (83.3) 2.5 (50.0)     11 (100.0) 3 (100.0) 2.8×10
5 (16.6)

       19 8.7 (33.3) 1.0 (100.0)     14 (100.0) 5 (100.0) 1.2×10
4 (16.7)

       20 8.6 (50.0) 0.9 (100.0)     13 (100.0) 6 (100.0) 1.2×10
4 (0.0)

       21 8.6 (66.7) 1.1 (100.0)     11 (100.0) 3 (100.0) 7.3×10
3 (83.3)

       22 8.8 (16.7) 1.2 (100.0)     12 (100.0) 6 (100.0) 3.4×10
4 (0.0)

       23 8.9 (33.3) 1.9 (50.0)     14 (100.0) 25 (83.3) 1.2×10
4 (33.3)

       24 8.8 (33.3) 1.2 (100.0)     13 (100.0) 5 (100.0) 3.5×10
3 (0.0)

       25 8.7 (33.3) 1.2 (100.0)     13.1 (100.0) 6 (100.0) 1.7×10
4 (16.6)

       26 8.1 (83.3) 1.7 (83.3)     13.3 (100.0) 6 (100.0) 1.4×10
4 (0.0)

       27 8.3 (83.3) 1.7 (83.3)     14.6 (100.0) 10 (100.0) 6.6×10
4 (16.6)

       28 8.8 (16.7) 2.6 (33.3)     13.1 (100.0) 2 (100.0) 2.7×10
3 (40.0)

       29 8.7 (33.3) 0.7 (100.0)     12.9 (100.0) 5 (100.0) 2.3×10
4 (33.3)

       30 8.5 (66.7) 1.2 (83.3)     11.8 (100.0) 4 (100.0) 1.6×10
4 (16.7)

令和　 元 8.8 (50.0) 1.3 (100.0) 　　14.7 (100.0) 5 (100.0) 3.3×10
4 (0.0)

2 8.9 (16.7) 3.4 (50.0) 　　13.7 (100.0) 5 (100.0) 2.9×10
3 (50.0)

3 8.9 (33.3) 0.9 (100.0)     16.1 (100.0) 4 (100.0) 9.0×10
3 (50.0)

4 9.2 (0.0) 3.8 (66.7) 15.4 (100.0) 6 (100.0)

5 8.8 (16.7) 1.6 (83.3) 13.7 (100.0) 5 (100.0)

6 8.8 (16.7) 0.8 (100.0) 14.1 (100.0) 2 (100.0)

-

-

-

大腸菌群数※

[1,000以下]

ＭＰＮ/100ｍL

上
流

中
流

下
流

 　　　単　位　年
度

調
査
地
点

ＳＳ

ｍｇ/Ｌ ｍｇ/Ｌ

[2以下] [25以下]

ＢＯＤ ＤＯ

[7.5以上][6.5～8.5]

ｐＨ

-

ｍｇ/Ｌ

-

-

-

-

-

 
（  ）内の数値は、当該年度に行った調査回数のうち、環境基準内だった回数の割合(単位:パーセント) 

※ 令和４年度より新たな衛生微生物指標として大腸菌群数から大腸菌数に見直しがされた。 

鳩川の水質調査結果の経年変化（表２－３） 
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 ｎ‐ﾍｷｻﾝ  陰イオン

 抽出物質  界面活性剤

3.3        0.5        0.03        0.18        0.13

2.8      < 0.5        0.03        0.11        0.09

2.6        0.5        0.04        0.18        0.09

2.1      < 0.5      < 0.03        0.08        0.07

2.3      < 0.5      < 0.03        0.09        0.06

2.5      < 0.5      < 0.03        0.07        0.06

2.7      < 0.5      < 0.03        0.11        0.08

2.9      < 0.5      < 0.03        0.13        0.09

1.8      < 0.5      < 0.03        0.09        0.07

4.6      < 0.5      < 0.03        0.2        0.11

2.1      < 0.5      < 0.03        0.102        0.09

3.0      < 0.5        0.03        0.1        0.079

2.7      < 0.5      < 0.03        0.089        0.063

2.6      < 0.5      < 0.03        0.076        0.055

2.8      < 0.5      < 0.03        0.084        0.058

2.2      < 0.5      < 0.03        0.11        0.093

2.2      < 0.5      < 0.03        0.083        0.073

2.4      < 0.5      < 0.03        0.11 　　　 0.09

365 (33.3) 3.0      < 0.5      < 0.03        0.223 　　　 0.197

580 (16.7) 2.5      < 0.5      < 0.03        0.070 　　　 0.054

1000 (33.3) 2.1      < 0.5      < 0.03        0.124 　　　 0.114

3.2        1.0        0.03        0.15        0.10

2.6      < 0.5        0.03        0.12        0.10

2.5      < 0.5        0.03        0.18        0.06

2.2      < 0.5      < 0.03        0.11        0.09

2.4      < 0.5        0.03        0.12        0.09

1.8      < 0.5      < 0.03        0.09        0.07

2.8      < 0.5      < 0.03        0.16        0.13

3.6      < 0.5      < 0.03        0.15        0.09

2.0      < 0.5      < 0.03        0.1        0.08

2.7      < 0.5      < 0.03        0.18        0.11

2.5      < 0.5      < 0.03        0.18        0.16

3.1      < 0.5        0.03        0.11        0.083

3.2      < 0.5      < 0.03        0.1        0.075

2.9      < 0.5      < 0.03        0.088        0.061

2.5      < 0.5      < 0.03        0.079        0.057

2.3      < 0.5        0.03        0.084        0.066

2.6        0.5      < 0.03        0.12 　　　 0.10

2.3      < 0.5      < 0.03        0.14        0.12

180 (83.3) 2.8      < 0.5      < 0.03        0.119        0.091

410 (33.3) 2.3      < 0.5      < 0.03        0.11        0.091

700 (66.7) 2.0      < 0.5      < 0.03        0.183        0.163

2.7        0.6      < 0.03        0.14        0.10

2.6      < 0.5        0.03        0.1        0.08

3.4      < 0.5        0.03        0.14        0.05

2.6      < 0.5      < 0.03        0.1        0.08

2.5      < 0.5        0.03        0.13        0.11

2.1      < 0.5      < 0.03        0.07        0.06

3.1      < 0.5      < 0.03        0.13        0.11

3.8      < 0.5        0.03        0.15        0.10

2.0      < 0.5      < 0.03        0.11        0.09

2.9      < 0.5      < 0.03        0.23        0.19

2.8      < 0.5        0.03        0.11        0.08

4.0      < 0.5        0.04        0.14        0.10

3.7      < 0.5      < 0.03        0.1        0.076

2.5      < 0.5      < 0.03        0.084        0.058

2.8      < 0.5      < 0.03        0.125        0.087

2.6      < 0.5      < 0.03        0.097        0.081

2.9      < 0.5      < 0.03        0.22 　　　 0.19

2.9      < 0.5        0.03        0.26 　　　 0.23

90 (83.3) 5.9      < 0.5        0.03        0.190 　　　 0.159

190 (16.7) 2.7      < 0.5      < 0.03        0.18 　　　 0.15

320 (83.3) 2.4      < 0.5      < 0.03        0.259 　　　 0.244

大腸菌数※
[300以下]

ＣＦＵ/100ｍL ｍｇ/Ｌ

ＣＯＤ 全燐  燐酸態燐

ｍｇ/Ｌ ｍｇ/Ｌｍｇ/Ｌ ｍｇ/Ｌ
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 調査項目

 ［環境基準※１］

平成   16 7.4 (100.0)     24 (0.0)      2.3 (16.7) 8 (100.0)

       17 7.5 (100.0)     18 (0.0)      4.7 (16.7) 8 (100.0)

       18 7.6 (83.3)     10 (16.6)      2.3 (16.7) 29 (83.3)

       19 7.6 (100.0)     13 (0.0)      3.9 (50.0) 5 (100.0)

       20 7.3 (100.0)      8.6 (0.0)      5.3 (83.3) 4 (100.0)

       21 7.2 (100.0)      5.8 (50.0)      5.1 (50.0) 3 (100.0)

       22 7.3 (100.0)      6.0 (33.3)      4.7 (33.3) 5 (100.0)

       23 7.4 (100.0) 　　 6.3 (16.7) 　　 6.0 (100.0) 27 (83.3) 1.7×10
5 (0.0)

       24 7.3 (100.0) 　 　2.7 (66.7) 　 7.0 (100.0) 2 (100.0) 1.8×10
4 (16.7)

       25 7.3 (100.0) 　 　5.5 (33.3) 　 6.2 (66.7) 13 (83.3) 3.3×10
5 (0.0)

       26 7.3 (100.0) 　 　4.8 (33.3)      7.6 (100.0) 4 (100.0) 1.5×10
5 (0.0)

       27 7.4 (100.0) 　 　3.2 (66.6)      7.6 (100.0) 3 (100.0) 1.2×10
5 (16.7)

       28 7.4 (100.0) 　 　2.7 (66.6)      8.0 (100.0) 1 (100.0) 1.9×10
4 (16.7)

       29 7.8 (100.0) 　 　3.8 (66.6)      8.6 (100.0) 9 (100.0) 1.9×10
5 (0.0)

       30 7.4 (100.0) 　 　3.7 (33.3)      8.1 (100.0) 2 (100.0) 7.2×10
5 (0.0)

令和　 元 7.5 (100.0) 2.0 (83.3) 8.9 (100.0) 2 (100.0) 1.2×10
5 (0.0)

2 7.5 (100.0) 3.1 (50.0) 8.8 (100.0) 2 (100.0) 5.7×10
5 (50.0)

3 7.5 (100.0) 2.6 (83.3) 8.8 (100.0) 4 (100.0) 3.1×10
5 (16.7)

4 7.4 (100.0) 1.0 (100.0) 9.0 (100.0) 1 (100.0)

5 7.6 (100.0) 3.4 (33.3) 9.1 (100.0) 7 (100.0)

6 7.5 (100.0) 1.3 (33.3) 9.2 (100.0) 2 (100.0)

平成   16 7.4 (100.0)      8.6 (16.7)      6.9 (83.3) 6 (100.0) 　 　

       17 7.4 (100.0)      5.1 (50.0)      7.5 (100.0) 5 (100.0) 　 　

       18 7.3 (100.0)      7.3 (33.3)      7.1 (83.3) 11 (100.0) 　 　

       19 7.5 (100.0)      6.1 (50.0)      8.0 (100.0) 4 (100.0) 　 　

       20 7.3 (100.0)      3.7 (83.3)      8.3 (100.0) 3 (100.0) 　 　

       21 7.4 (100.0)      1.6 (100.0)      9.1 (100.0) 2 (100.0) 　 　

       22 7.4 (100.0)      2.1 (100.0)      9.0 (100.0) 4 (100.0) 　

       23 7.6 (100.0) 　　 1.9 (100.0)      9.6 (100.0) 3 (100.0) 5.5×10
4 (0.0)

       24 7.5 (100.0) 　　 1.6 (100.0)     10.2 (100.0) 2 (100.0) 1.5×10
4 (0.0)

       25 7.6 (100.0) 　　 2.4 (83.3)     11.5 (100.0) 10 (83.3) 1.8×10
5 (0.0)

       26 7.4 (100.0) 　 1.8 (100.0)     10.7 (100.0) 3 (100.0) 3.3×10
5 (0.0)

       27 7.5 (100.0) 1.7 (100.0)     10.7 (100.0) 2 (100.0) 7.1×10
4 (0.0)

       28 7.5 (100.0) 1.6 (100.0)     10.4 (100.0) 1 (100.0) 2.0×10
4 (16.6)

       29 7.9 (83.3) 1.3 (83.3) 11.1 (100.0) 4 (100.0) 5.6×10
4 (16.6)

       30 7.7 (100.0) 0.8 (100.0) 10.6 (100.0) 2 (100.0) 2.2×10
4 (0.0)

令和　 元 7.7 (100.0) 1.4 (100.0) 11.6 (100.0) 3 (100.0) 1.2×10
5 (0.0)

2 7.9 (100.0) 1.9 (83.3) 12.1 (100.0) 2 (100.0) 4.0×10
3 (83.3)

3 7.6 (100.0) 0.5 (100.0) 10.9 (100.0) 2 (100.0) 1.2×10
4 (50.0)

4 7.7 (100.0) 0.6 (100.0) 11.0 (100.0) 2 (100.0)

5 7.7 (100.0) 1.4 (100.0) 10.7 (100.0) 2 (100.0)

6 7.6 (100.0) 0.6 (100.0) 10.6 (100.0) 1 (100.0)

平成   16 7.4 (100.0)      4.4 (66.7)      8.6 (83.3) 4 (100.0) 　 　

       17 7.6 (100.0)      1.9 (100.0)      9.5 (100.0) 2 (100.0) 　 　

       18 7.4 (100.0)      3.3 (83.3)      9.0 (100.0) 4 (100.0) 　 　

       19 7.7 (100.0)      2.0 (100.0)     10 (100.0) 2 (100.0) 　 　

       20 7.5 (100.0)      1.1 (100.0)      9.4 (100.0) 1 (100.0) 　 　

       21 7.6 (100.0)      1.0 (100.0)     10 (100.0) 1 (100.0) 　 　

       22 7.7 (100.0)      1.1 (100.0)      9.6 (100.0) 3 (100.0) 　 　

       23 7.8 (100.0)      1.1 (83.3)     10 (100.0) 3 (100.0) 1.7×10
4 (40.0)

       24 7.8 (100.0)      0.9 (100.0)     10.5 (100.0) 2 (100.0) 6.7×10
3 (50.0)

       25 7.9 (83.3)      1.0 (100.0)     12 (100.0) 7 (100.0) 2.2×10
4 (0.0)

       26 　7.6 (100.0)     1.1 (100.0)     11.2 (100.0) 3 (100.0) 2.6×10
4 (0.0)

       27 　7.7 (100.0) 1.2 (100.0)     11.3 (100.0) 3 (100.0) 2.1×10
4 (16.6)

       28 　7.8 (100.0) 1.7 (100.0)     10.7 (100.0) 2 (100.0) 8.3×10
3 (33.3)

       29 8.0 (83.3) 0.6 (100.0) 10.9 (100.0) 2 (100.0) 1.2×10
4 (33.3)

       30 7.9 (100.0) 0.4 (100.0) 10.7 (100.0) < 2 (100.0) 1.1×10
4 (33.3)

令和　 元 7.9 (100.0) 0.8 (100.0) 11.1 (100.0) 2 (100.0) 2.1×10
4 (0.0)

2 8.0 (100.0) 2.6 (66.7) 10.8 (100.0) 2 (100.0) 4.0×10
3 (66.7)

3 7.9 (100.0) 0.6 (100.0) 11.1 (100.0) 3 (100.0) 9.0×10
3 (50.0)

4 8.0 (100.0) 0.6 (100.0) 10.6 (100.0) 2 (100.0)

5 8.0 (100.0) 1.2 (100.0) 10.8 (100.0) 2 (100.0)

6 7.8 (100.0) 0.6 (100.0) 10.6 (100.0) 1 (100.0) -

-

調
査
地
点

　
上
流

中
流

下
流

ｐＨ

[6.5～8.5]
[6.5～8.5]

[3以下]
[5以下]

ＳＳ 大腸菌群数※２

[5,000以下]
[―]

ＭＰＮ/100ｍL

ＢＯＤ ＤＯ

[5以上]
[5以上]

[25以下]
[50以下]

-

-

-

-

 　　　単　位
年　度

ｍｇ/Ｌ ｍｇ/Ｌ ｍｇ/Ｌ

-

-

-

 
（  ）内の数値は、当該年度に行った調査回数のうち、環境基準内だった回数の割合（単位:パーセント） 

    ※１ 平成２２年９月２４日以降は上段、それより前は下段 

    ※２ 令和４年度より新たな衛生微生物指標として大腸菌群数から大腸菌数に見直しがされた。 

目久尻川の水質調査結果の経年変化（表２－４） 
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 n-ﾍｷｻﾝ  陰イオン

 抽出物質  界面活性剤

       17         0.7         0.98         1.5         1.2

       19         1.2         1.4         1.6         1.2

       13         1.1         0.73         1.1         0.7

       13         1.2         0.28         1.6         1.5

        9.1         0.9         0.31         1.1         0.79

        6.6       < 0.5         0.03         0.8         0.73

        9.2         0.9         0.06         0.77         0.66

        8.5       < 0.5 　　　　0.15 　　　　0.83 　　　　0.70

        5.1       < 0.5         0.04 　　　　0.90 　　　　0.81

        9.6       < 0.5         0.09 　　　　1.13 　　　　0.99

        6.0       < 0.5         0.08 　　　　0.66 　　　　0.58

        5.4       < 0.5         0.09 　　　　0.74 　　　　0.67

        5.2       < 0.5         0.04 　　　　0.61 　　　　0.56

        7.6         0.5         0.20 　　　　0.81 　　　　0.74

        4.9       < 0.5       < 0.17 　　　　0.48 　　　　0.38

        4.4       < 0.5         0.07         0.55         0.51

        4.2         0.6         0.03         0.66         0.61

        4.2       < 0.5         0.06         0.61         0.54

1,488 (0.0)         3.0       < 0.5         0.04         0.29         0.26

4,800 (50.0)         4.5       < 0.5         0.09         0.59         0.54

530 (66.7)         2.7       < 0.5       < 0.03         0.92         0.84

        7.0         0.5         0.11         0.56         0.43

        7.1         0.6         0.35         0.53         0.43

        8.9         0.9         0.38         1.2         1.0

        5.9         0.5         0.06         0.51         0.40

        4.0         0.6         0.15         0.27         0.20

        2.5       < 0.5       < 0.03         0.21         0.16

        3.1         0.5         0.04        0.21         0.18

        2.5       < 0.5         0.05         0.17         0.14

        2.1       < 0.5         0.03         0.15         0.13

        3.8       < 0.5         0.07         0.24         0.16

        2.1       < 0.5         0.06 　　　　0.15 　　　　0.12

        2.5       < 0.5         0.05 　　　　0.13 　　　　0.11

        2.3       < 0.5         0.03 　　　　0.13 　　　　0.14

        2.7       < 0.5         0.03 　　　　0.20 　　　　0.14

        1.8       < 0.5       < 0.04 　　　　0.13 　　　　0.11

        2.3       < 0.5         0.05         0.15         0.13

        1.9       < 0.5         0.03         0.10         0.084

        1.2       < 0.5       < 0.03         0.10         0.079

740 (33.3)         1.9       < 0.5         0.03         0.93         0.071

1000 (100.0)         1.8       < 0.5         0.03         0.11         0.087

790 (83.3)         1.0       < 0.5       < 0.03         0.074         0.060

        4.5       < 0.5         0.04         0.21         0.16

        2.7         0.5         0.07         0.36         0.14

        3.9         0.7         0.17         0.24         0.13

        2.6       < 0.5         0.04         0.20         0.17

        1.8         0.5         0.03         0.12         0.09

        1.7       < 0.5       < 0.03         0.12         0.08

        2.0       < 0.5         0.03         0.19         0.077

        1.6       < 0.5 　　　　0.03 　　　　0.079 　　　　0.064

        2.9       < 0.5       < 0.03 　　　　0.068 　　　　0.058

        1.9       < 0.5         0.03 　　　　0.078         0.05

        1.4       < 0.5       < 0.03 　　　　0.063 　　　　0.046

        1.8       < 0.5      　 0.03 　　　　0.055 　　　　0.041

        1.8       < 0.5      　 0.03 　　　　0.056 　　　　0.044

        1.7       < 0.5       < 0.03 　　　　0.068 　　　　0.045

        1.4       < 0.5       < 0.03 　　　　0.063 　　　　0.051

        1.2       < 0.5       < 0.03         0.062         0.051

        1.5       < 0.5       < 0.03         0.048         0.038

        1.5       < 0.5       < 0.03         0.06         0.044

615 (83.3)         1.8       < 0.5         0.03         0.071         0.049

260 (100.0)         1.2       < 0.5       < 0.03         0.051         0.043

200 (100.0)         1.0       < 0.5       < 0.03         0.055         0.046

ｍｇ/Ｌ ｍｇ/Ｌ ｍｇ/Ｌ

ＣＯＤ  燐酸態燐全燐

ｍｇ/Ｌ

大腸菌数※２
[1,000以下]

ＣＦＵ/100ｍL ｍｇ/Ｌ

 

 



  

 

令和６年度 鳩川ＢＯＤ月別変化（図２－２－１） 

 

注）環境基準：2mg/L 以下 

令和６年度 鳩川ＢＯＤ経年変化（図２－２－２） 

 

注）環境基準：2mg/L 以下 



  

 

令和６年度 目久尻川ＢＯＤ月別変化(図２－３－１） 

 

注）環境基準：3mg/L 以下 

令和６年度 目久尻川ＢＯＤ経年変化(図２－３－２） 

 

注）環境基準：3mg/L 以下(平成２２年９月２４日以降) 

5mg/L 以下(平成２２年９月２４日より前) 



  

 

令和６年度 公共用水域における有機フッ素化合物（PFOS、PFOA）分析結果表（表２－５） 

（単位：ng/L） 

合計 直鎖体 合計 直鎖体

１ R7.1.15 鳩川下流 10 4.5 5.2 4.5 15

２ R7.1.15 目久尻川下流 20 11 6.2 5.6 26

３ R6.9.6
鳩川平和橋下流
流入排水路①

（北側）
22 10 6.9 6.1 29

4 R6.9.6
鳩川平和橋下流
流入排水路②

（南側）
140 83 12 11 150

50

※ 網掛け部分については、指針値(暫定)50ng/Lを超過した箇所です。

※ 有効桁数２桁で処理しているため、合算値は必ずしも「PFOS」「PFOA」の和と一致しません。

ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ
合算値

調査年月日№ 地点名
ＰＦＯＳ ＰＦＯＡ

暫定目標値

  

 

２ 事業所排水分析調査 

水質汚濁の原因の一つである事業所排水を監視するため、調査、確認を実施した。排

水の規制は、神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づき放流先河川、事業所の操

業開始時期等により規制基準が設定されている。 

○ 調査・確認日 

令和７年２月８日 

○ 調査・確認事業所数  

２事業所  

○ 規制基準超過事業所数 

０事業所 

 

県生活環境の保全等に関する条例で規定する指定事業所数と基準超過事業所数 

事 業 所 数 

（Ａ） 

基準超過事業所数 

（Ｂ） 

２ ０ 

 



  

 

調査・確認項目の内訳 

No. 調査・確認項目 
調査・確認 

事業所数 

基準超過 

事業所数 

超過率 

（％） 

１ カドミウム及びその化合物 １ ０ ０ 

２ 鉛及びその化合物 １ ０ ０ 

３ ＢＯＤ ２ ０ ０ 

４ ＣＯＤ ２ ０ ０ 

５ ＳＳ ２ ０ ０ 

６ ｐＨ ２ ０ ０ 

７ 大腸菌群数 ２ ０ ０ 

８ 
ｎ-ヘキサン抽出物質（鉱油類） 

２ ０ ０ 
ｎ-ヘキサン抽出物質（動植物油脂類） 

９ フェノール類 １ ０ ０ 

１０ 銅及びその化合物 １ ０ ０ 

１１ 亜鉛及びその化合物 １ ０ ０ 

１２ 鉄及びその化合物（溶解性） １ ０ ０ 

１３ マンガン及びその化合物（溶解性） １ ０ ０ 

１４ クロム及びその化合物 １ ０ ０ 

１５ ニッケル及びその化合物 １ ０ ０ 

 

業種別調査・確認事業所数と基準超過事業所数 

中分類 事業所の業種 調査・確認事業所数 基準超過事業所数 

３１ 輸送用機械器具製造業 １ ０ 

８１ 学校教育 １ ０ 

合     計 ２ ０ 

注１）日本標準産業分類の中分類をもとに調査・確認事業所の業種分類を行なった。 



  

 

 







 

 

Ⅲ 騒音・振動の状況 

 

○概要 

 騒音、振動は、市民の日常生活に関係が深く、発生源は工場、建設現場、ボイラー、音

響機器、人声等、極めて多岐にわたるため、総合的な防止対策を進める必要がある。 

 市では、騒音規制法、振動規制法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づき、

生活環境の保全に努めている。 

詳細については、次頁以降に掲載。 

 

 

 



 

 

１ 環境騒音調査 
（１） 騒音に係る環境基準 

環境基本法第１６条第１項の規定に基づく、騒音に係る環境上の条件について、生

活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準が定め

られている。 

①  環境基準（一般地域） 

地域の類型 
時間の区分 

昼間 夜間 

ＡＡ地域 ５０デシベル以下 ４０デシベル以下 

Ａ地域 
５５デシベル以下 ４５デシベル以下 

Ｂ地域 

Ｃ地域 ６０デシベル以下 ５０デシベル以下 

 

② 環境基準（道路に面する地域） 

道路に面する地域は、上表によらず次表に掲げる基準とする。 

地域の類型 
時間の区分 

昼間 夜間 

Ａ地域のうち２車線以上の車

線を有する道路に面する地域 
６０デシベル以下 ５５デシベル以下 

Ｂ地域のうち２車線以上の車

線を有する道路に面する地域

及びＣ地域のうち車線を有す

る道路に面する地域 

６５デシベル以下 ６０デシベル以下 

注１） 車線とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員

を有する帯状の車線部分をいう。 

注２） この基準は、幹線交通を担う道路に近接する空間を除く。 

 

③ 環境基準（幹線交通を担う道路に近接する空間） 

幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として 

次表に掲げる基準とする。 

昼間 夜間 

７０デシベル以下 ６５デシベル以下 

注）「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び４車 

線以上の市町村道等を表し、「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、以下 

の車線数の区分に応じる道路端からの距離によりその範囲を特定する。 

    ・２車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 ････････ １５ｍ 

    ・２車線を越える車線を有する幹線交通を担う道路 ･･････ ２０ｍ 



 

 

④ 地域の類型の内訳（環境基本法に基づく騒音に係る環境基準の地域の類型を当ては

める地域として市長が指定する地域） 

地域の類型 該当地域 

ＡＡ 
療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など 

特に静穏を要する地域 

Ａ 

第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域 

第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域 

 田園住居地域 

Ｂ 第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域、その他の地域 

Ｃ 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 

 

⑤ 時間の区分 

区分 時間帯 

昼間 午前６時 ～ 午後１０時 

夜間 午後１０時 ～ 午前６時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（２） 環境騒音実態調査結果 

○ 調査期間 

令和６年１２月１１日～令和６年１２月２０日までのうち４日間 

○ 調査地点 

相模が丘プール、広野プール、新田宿・四ツ谷コミュニティセンター、座間市民

球場（図３－１参照） 

○ 調査方法 

環境省の「騒音に係る環境基準の評価マニュアル（一般地域編）」に準じて、普

通騒音計により、２４時間連続測定を行った。 

○ 調査結果 

全ての地点で昼間、夜間ともに環境基準を達成していた。（表３－１参照） 

環境騒音実態調査地点図（図３－１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 相模が丘プール 

２ 広野プール 

３ 新田宿・四ツ谷コミュニティセンター 

４ 座間市民球場 

 

１  

４ 

２ 

３ 

  



 

 

環境騒音実態調査結果（表３－１）                        （単位：デシベル） 

調査地点 
地域の 

類型 
調査日 

測定結果 

上段：昼間 

下段：夜間 

環境基準 

の適否 

相模が丘プール Ａ 
令和６年 

１２月１１日～１２日 

４４ 適 

４１ 適 

広野プール Ｂ 
令和６年 

１２月２４日～２５日 

４４ 適 

４１ 適 

新田宿・四ツ谷 

コミュニティ 

センター 

Ｂ 
令和６年 

１２月２３日～２４日 

４５ 適 

４３ 適 

座間市民球場 Ｃ 
令和６年 

１２月１９日～２０日 

５０ 適 

４７ 適 



 

 

（３） 自動車騒音常時監視における面的評価結果 

○ 評価期間   

令和６年１１月 

○ 評価方法   

自動車騒音常時監視マニュアル（平成２７年１０月環境省水・大気環境局自動車

環境対策課）等に則り評価を実施した。 

○ 評価結果   

次表に示すとおり 

路 線 名 町田厚木線 町田厚木線 町田厚木線 

評 価 区 間 の 地 域 
相模が丘一丁目 

～緑ケ丘六丁目 

緑ケ丘六丁目 

～座間２丁目 

座間２丁目 

～四ツ谷 

評 価 区 間 延 長 １．８ｋｍ １．９ｋｍ １．２ｋｍ 

車 線 数 ２車線 ２車線 ２車線 

評価対象住居等戸数 １，５９５戸 ９２６戸 ３３３戸 

昼 間 夜 間 と も 

環境基準達成戸数 
１，５２９戸 ８１３戸 ２６２戸 

昼 間 夜 間 と も 

環境基準達成割合 
９５．９％ ８７．８％ ７８．７％ 

 

 



 

 

 

２ 航空機騒音 

（１） 航空機騒音測定結果 

① 航空機騒音に係る環境基準（昭和４８年１２月２７日 環境庁告示第１５４号） 

    航空機騒音に係る環境基準については、環境基本法の規定に基づく騒音に係る環

境上の条件につき、生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持すること

が望ましい基準として定められている。 

平成１９年１２月１７日環境省告示第１１４号における告示の一部改正により、

平成２５年４月１日から評価指標としてＬｄｅｎ（時間帯補正等価騒音レベル）が

新たに採用されている。 

環境基準は、地域の類型ごとに次表のとおりであり、各類型にあてはめる地域は、

都道府県知事が指定する。 

 

地域の類型 環境基準（Ｌｄｅｎ） 

Ⅰ ５７デシベル以下 

Ⅱ ６２デシベル以下 

注１） Ⅰを当てはめる地域：専ら住居の用に供される地域 

Ⅱを当てはめる地域：Ⅰ以外の地域であって通常の生活を保全する必要があ 

る地域 

 

② 地域の類型指定（県告示） 

神奈川県では、「航空機騒音に係る環境基準の地域類型指定（昭和５５年５月２

３日県告示第４２６号）」により、厚木飛行場周辺地域について、航空機騒音に係る

環境基準の類型を当てはめる地域として次の表のとおり指定している。 

同告示の件名は、令和６年８月３０日県告示第５２１号での改正により「厚木飛

行場の航空機騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定」に改まった。 

 

地域の類型 当てはめる地域 

Ⅰ 

相模原市、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、座間市及

び綾瀬市の区域で別図に表示するＡ線によって囲まれた地域

のうち、都市計画法に基づく住居系地域、用途地域として定

められた地域以外の地域 

Ⅱ 
指定地域のうち、都市計画法に基づく近隣商業地域、商業

地域、準工業地域及び工業地域 



 

 

 

③ 航空機騒音測定結果（令和６年度） 

測定地点 用途区域 測定期間 環境基準値 年間 Lden 

栗原中学校 調整地域 
R6.4.1 

～R7.3.31 
５７デシベル ４９デシベル 

ひばりが丘小学校 
第一種低層住居

専用地域 

R6.4.1 

～R7.3.31 
５７デシベル ４５デシベル 

相模中学校 工業地域 
R6.4.1 

～R7.3.31 
６２デシベル ４６デシベル 

（小数点第一位四捨五入） 

④ 令和元年度から令和５年度までの状況 

測定地点 
令和元年度 

年間 Lden 

令和２年度 

年間 Lden 

令和３年度 

年間 Lden 

令和４年度 

年間 Lden 

令和５年度 

年間 Lden 

栗原中学校 ５１デシベル ４９デシベル ５０デシベル ４９デシベル ５０デシベル 

ひばりが丘小学校 ４９デシベル ４６デシベル ４８デシベル ４８デシベル ４７デシベル 

相模中学校 ４９デシベル ４７デシベル ４９デシベル ４９デシベル ４９デシベル 

（小数点第一位四捨五入） 

⑤ 航空機騒音による被害の状況（苦情件数） 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

６４件 ３１件 ４６件 ４９件 ５４件 

 

 

（２） 航空機騒音対策 

本市は、県下でも有数の人口過密の住宅地が形成されるなか、航空機騒音が市民生

活に影響を与え、問題となっている。 

   昭和５７年から米空母の艦載機による夜間離着陸訓練が厚木基地で行われていた

が、平成１９年１０月から基本的には硫黄島での完全実施がなされている。しかし、

荒天等の事情によって、硫黄島の使用が不可能な場合のみ厚木基地の施設を使用する

場合があるとの通告を受けているため、予断を許さない状況にある。また、平成３０

年３月に空母艦載機部隊が厚木基地から山口県岩国基地へ移駐したが、その後もジェ

ット戦闘機の飛来が一時的に見られるため、今後の厚木基地の運用状況を注視する必

要がある。 

   本市は、基地に起因する航空機騒音の実態を把握するため、自動記録騒音計を設置 

し、年間継続調査を実施している。この資料を基に県及び関係市とともに国、米軍に

対し、騒音軽減について関係機関を通じて働き掛けている。 

 



 

 

 

 









 

Ⅳ 地下水の状況 

 

○概要 

市では、昔から湧水や地下水が生活用水や工業用水として使われており、現在でも地

下水を水道の主水源とし、農業用や工業用などにも利用されていることから、水質、水

量の両面から地下水の保全を図る必要があるため、平成１０年４月に制定された座間市

の地下水を保全する条例、平成１５年２月に策定された座間市地下水保全基本計画（平

成２８年３月改定）に基づき、総合的な地下水保全施策を展開している。 

水質面では、水質調査を行い、状況を把握するとともに、条例に基づく有害物質の使

用に関する届出を通して、地下水汚染の未然防止に努めている。 

また、令和３年度から県が調査をしている有機フッ素化合物（PFOS、PFOA）について

は、「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等から

みて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきもの」として、人の

健康の保護に関する「要監視項目」と位置付けている。本市では県等と情報共有を図り

ながら令和４年度より地下水での有機フッ素化合物（PFOS、PFOA）の調査を開始した。 

水量面では、条例に基づき地下水採取事業者から年２回地下水採取量の報告を受けて、

揚水基準超過に対する監視を続けている。また、地下水かん養策として雨水浸透施設等

設置助成事業を行っている。 

その他、地下水保全連絡協議会の開催など、座間市の地下水を保全する条例に基づく

総合的な地下水保全施策を進めている｡ 

詳細については、次頁以降に掲載。 



 

 

１  地下水保全施策 

座間市の地下水を保全する条例に基づき、令和６年度は次のような地下水保全施策

を実施した。 

（１） 地下水保全連絡協議会 

令和６年５月１７日、１１月２７日、令和７年３月１９日の３回開催した。 

（２） 地下水採取審査委員会 

令和６年５月２７日、１０月２２日、令和７年３月１２日の３回開催した。 

（３） 雨水浸透施設等設置助成事業 

雨水浸透施設等を設置する者に対し、補助金を交付することで設置数を増やし、

地下水かん養を促進した。（雨水浸透ます、雨水浸透トレンチ、浸透性アスファル

ト舗装、雨水貯留槽） 

 

２  地下水汚染の状況 

（１） 地下水・湧水中の有害物質分析  

地下水の水質汚濁に係る環境基準の全項目について、市内３地点で地下水、湧水

の水質調査を行った。 

○ 調査日   

令和６年１０月２９日 

○ 調査地点   

南栗原四丁目、ひばりが丘四丁目、入谷西四丁目 

○ 調査項目   

地下水の水質汚濁に係る環境基準の全項目（２８項目） 

○ 調査結果   

別表（表４－１）のとおり  

 

（２） 地下水・湧水中の有機塩素系化合物分析 

下記の項目について、市内６地点で地下水、湧水の水質調査を行った。 

○ 調査日  

令和６年１０月２９日 

   ○ 調査地点 

    栗原、小松原二丁目、相模が丘六丁目、広野台一丁目、入谷西二丁目、入谷西

二丁目 

○ 調査項目  

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン 

○ 調査結果 

別表（表４－２）のとおり 

 

 

 



 

 

地下水・湧水中の有害物質分析結果表（表４－１） 

（単位：㎎/L） 

1 カドミウム 0.003 以下 0.0003 未満 0.0003 未満 0.0003 未満

2 全シアン 不検出 不検出 不検出 不検出

3 鉛 0.01 以下 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満

4 六価クロム 0.02 以下 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満

5 砒素 0.01 以下 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満

6 総水銀 0.0005 以下 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満

7 アルキル水銀 不検出 不検出 不検出 不検出

8 ＰＣＢ 不検出 不検出 不検出 不検出

9 ジクロロメタン 0.02 以下 0.0002 未満 0.0002 未満 0.0002 未満

10 四塩化炭素 0.002 以下 0.0002 0.0002 未満 0.0002 未満

11 クロロエチレン 0.002 以下 0.0002 未満 0.0002 未満 0.0002 未満

12 1,2-ジクロロエタン 0.004 以下 0.0002 未満 0.0002 未満 0.0002 未満

13 1,1-ジクロロエチレン 0.1 以下 0.0002 未満 0.0002 未満 0.0002 未満

14 1,2-ジクロロエチレン 0.04 以下 0.0004 0.0004 未満 0.0004 未満

15 1,1,1-トリクロロエタン 1 以下 0.0002 未満 0.0002 未満 0.0002 未満

16 1,1,2-トリクロロエタン 0.006 以下 0.0002 未満 0.0002 未満 0.0002 未満

17 トリクロロエチレン 0.01 以下 0.0005 0.0003 0.0002 未満

18 テトラクロロエチレン 0.01 以下 0.0030 0.0013 0.0009

19 1,3-ジクロロプロペン 0.002 以下 0.0004 未満 0.0004 未満 0.0004 未満

20 チウラム 0.006 以下 0.0006 未満 0.0006 未満 0.0006 未満

21 シマジン 0.003 以下 0.0003 未満 0.0003 未満 0.0003 未満

22 チオベンカルブ 0.02 以下 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満

23 ベンゼン 0.01 以下 0.0002 未満 0.0002 未満 0.0002 未満

24 セレン 0.01 以下 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満

25 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 以下 4.4 4.4 4.1

26 ふっ素 0.8 以下 0.08 未満 0.08 未満 0.08 未満

27 ほう素 1 以下 0.02 未満 0.02 未満 0.02 未満

28 1,4－ジオキサン 0.05 以下 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満

測定項目№

採取場所

ひばりが丘四丁目 南栗原四丁目 入谷西四丁目
環境基準

 

 

 

 

 

 



 

地下水・湧水中の有機塩素系化合物分析結果表（表４－２） 

（単位：㎎/L） 

1 小松原二丁目 工業用水 10月29日 0.0003 0.0024
2 栗原 工業用水 10月29日 0.0004 0.0017
3 相模が丘六丁目 工業用水 10月29日 0.0003 0.0013
4 広野台一丁目 その他 10月29日 0.0003 0.0016

5 入谷西二丁目 10月29日 0.0003 0.0062
6 入谷西二丁目 10月29日 0.0002 未満 0.0015

№ 調査地点 用途 調査日
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ※ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

  超　　　過　　　率　 0% 0%

(環境基準≦0.01) (環境基準≦0.01)

0
  超　　　過　　　率　

調　査　井　戸　数 4 4
環境基準超過井戸数 0

0% 0%

調　査　湧　水　数 2 2
環境基準超過湧水数 0 0

 

 

（３） 地下水汚染監視調査 

汚染した地下水の流入を監視するため、下記の項目について、相模原台地の地下

水流入部に位置する市内４地点で地下水の水質調査を行った。 

○ 調査期間   

令和６年５月、７月、９月、１１月、令和７年１月、３月の計６回 

○ 調査地点   

広野台一丁目、相模が丘二丁目、相模が丘四丁目、相模が丘五丁目 

○ 調査項目   

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 

○ 調査結果   

別表（表４－３）のとおり



 

地下水汚染監視調査結果表（表４－３） 

（単位：㎎/L） 

水温 トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

[℃] (環境基準　0.01以下) (環境基準　0.01以下) (環境基準　1以下) (環境基準 10以下)

深井戸Ａ３号井 令和6年5月22日 17.0 0.0004 0.0018 0.0002 未満 5.0

広野台１丁目 令和6年7月24日 17.8 0.0005 0.0018 0.0002 未満 5.1

令和6年9月24日 17.5 0.0004 0.0028 0.0002 未満 4.6

令和6年11月28日 17.9 0.0004 0.0024 0.0002 未満 4.8

令和7年1月22日 17.2 0.0003 0.0022 0.0002 未満 4.9

令和7年3月7日 17.5 0.0005 0.0018 0.0002 未満 5.6

深井戸Ａ４号井 令和6年5月22日 17.5 0.0004 0.0006 0.0002 未満 3.9

相模が丘５丁目 令和6年7月24日 17.9 0.0004 0.0007 0.0002 未満 4.4

令和6年9月24日 17.1 0.0005 0.0007 0.0002 未満 4.1

令和6年11月28日 17.9 0.0004 0.0006 0.0002 未満 4.4

令和7年1月22日 16.9 0.0005 0.0006 0.0002 未満 4.3

令和7年3月7日 17.9 0.0003 0.0004 0.0002 未満 4.4

深井戸Ａ１号井 令和6年5月22日 17.9 0.0002 0.0019 0.0002 未満 2.2

相模が丘４丁目 令和6年7月24日 18.2 0.0003 0.0023 0.0002 未満 3.5

令和6年9月24日 17.5 0.0002 0.0018 0.0002 未満 4.5

令和6年11月28日 18.2 0.0003 0.0018 0.0002 未満 3.9

令和7年1月22日 18.5 0.0003 0.0022 0.0002 未満 3.7

令和7年3月7日 18.1 0.0003 0.0017 0.0002 未満 3.9

瀬戸農園井戸 令和6年5月22日 0.0 0.00000 0.00000 0.0000 未満 0.0

相模が丘２丁目 令和6年7月24日 17.2 0.0004 0.0020 0.0002 未満 4.3

令和6年9月24日 17.5 0.0003 0.0019 0.0002 未満 4.0

令和6年11月28日 18.2 0.0004 0.0014 0.0002 未満 4.5

令和7年1月22日 17.9 0.0004 0.0017 0.0002 未満 5.0

令和7年3月7日 18.0 0.0004 0.0010 0.0002 未満 5.1

採水場所 採水日

井戸故障により欠測
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